
【問合せ先】
〇手数料の納付に関すること

岐阜県危機管理部消防課予防保安係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
TEL：058-272-1111（内線2888）

〇免状の申請に関すること（申請書の提出先）

高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門
〒105-8447
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
電話番号：03-3436-6102
フリーダイヤル：0120-66-7966

・岐阜県公式ホームページにアクセスしてオンライン決済を行います。

・決済後に発行される10桁の受付番号を申請書に記入してください。

※領収書は発行されません。

高圧ガス保安法・液化石油ガス法に基づく免状の
手数料納付は

・納付書により金融機関でお支払いください。
※コンビニや郵便局では利用できません。
・金融機関から交付される納付済証を申請書に添付してください。
・納付済証を紛失されますと、申請ができませんのでご注意ください。

【配布場所】
県消防課（県庁５階）及び県内消防本部予防課
【郵送による配布を希望する場合】
県公式ホームページに掲載されている「納付書送付依頼書」を

  返信用切手を貼付した封筒とともに県消防課予防保安係宛て
  送付してください。

２ オンライン納付ができない場合は

納付書

・令和7年12月31日に岐阜県収入証紙の販売が終了したため、

令和8年1月1日以降の申請手数料は、

原則、オンラインでの納付をお願いします。

・既に購入している証紙は令和8年8月31日までに使用してください。

4枚複写式

納付書

コード決済クレジットカード

利用可能な決済サービス

１ オンライン納付について

＜岐阜県公式HPオンライン納付＞

＜岐阜県公式HP納付書による納付＞

オンライン納付をご活用ください
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